
大口町住民異動届等事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条、第２

３条、第２４条及び第２５条の規定により住民の住所異動に基づく届出に関する

事務について取り扱いを定めることにより、住民の権利義務を確保し、正確かつ、

円滑な事務処理を図ることを目的とする。 

（届出の受理） 

第２条 住民異動届（様式第１。以下「届書」という。）を受け付ける際は、住民

基本台帳事務処理要領（昭和４２年１０月４日通知）の定めるところにより、形

式的審査及び実質的審査を行い受理するものとする。 

２ 前項の届書のうち、転入届、転出届及び転居届については虚偽の届出を防止す

るため実質的審査をより厳格に行うこととし、窓口に届書を持参した届出人及び

使者について官公署等の発行する身分を証明する書面、本人しか所持していない

と考えられる健康保険に係る資格確認書又は届出人の名が記してある書面等の提

示を求めることにより本人確認を行い、その書面等の写しを届書に添付又は内容

を記録するものとする。 

３ 前項の本人確認ができなかった場合や不審な兆候がある場合は、住民基本台帳

法第３４条第２項の規定による調査を進め、届書の内容について事実を確認する

ものとする。 

 （代理人による届出） 

第３条 届出をする代理人が住所を異動する者と同一世帯に属する者であるときは、

前条の規定を準用する。 

２ 届出をする代理人と住所を異動する者が世帯を異にしているときは、異動者本

人の委任の事実を確認したうえ、受理するものとする。この場合、前条の規定を

準用する。 

 （世帯管理人による届出） 

第４条 寮、寄宿舎等の世帯管理人により届出をするときは、第２条の規定を準用



する。 

 （届書の附記） 

第５条 代理人又は世帯管理人により届出があったときは、届出人の住所、住所を

異動する者との関係及び電話番号等を附記させるものとする。 

２ 第３条第２項に該当するときは、本人が自ら届出できない理由を附記させるも

のとする。 

３ 転入届に添付した転出証明書の転出予定地を変更して転入届をしたときは、変

更理由を附記させるものとする。 

 （印鑑登録証の回収） 

第６条 印鑑登録を行っている者が転出届をする場合に、印鑑登録証を返納しなか

ったときは、転出証明書に「印鑑登録証返納未済」と附記し転入地において転入

届と同時に返納するよう指導する。この場合、印鑑登録証を回収したうえ、転出

証明書を交付するよう努めること。 

２ 「印鑑登録証返納未済」と附記された転出証明書を添付して転入届があった場

合は、旧住所地の印鑑登録証を返納するよう努める。 

３ 「印鑑登録証返納未済」と附記された転出証明書を添付して転入届と同時に印

鑑登録の申請があった場合は、旧住所地の印鑑登録証を返納するよう努める。 

４ 回収した旧住所地の印鑑登録証は、大口町役場において保管し、処分するもの

とする。 

附 則（昭和５９年３月１２日 大口町訓令第２号） 

この要領は、昭和５９年４月１日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。 

附 則（平成１６年７月３０日 大口町訓令第７５号） 

この要領は、平成１６年８月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２７日 大口町訓令第４５号） 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日 大口町訓令第２号） 

この訓令は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日 大口町訓令第２２号） 



この訓令は平成２８年１月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は告示

の日から施行し、同条による改正後の大口町住民異動届等事務取扱要領の規定は、

平成２７年１０月５日から適用する。 

附 則（令和６年１１月２９日 大口町訓令第１３号） 

１ この訓令は、令和６年１２月２日から施行する。 

２ この訓令の施行の際現に交付を受けている健康保険証の有効期間が経過するま

での間の当該健康保険証については、なお従前の例による。 
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は、転出証明書の交付を受ける必要がありません。この場合、転入届の際に個人番号カード又は住民基本台帳カードの提示が必要となりま
す。 電話（　　   　 　）　　　　　―

新しい
〔アパート・マンション名、部屋番号等〕 新世帯主

番地

転
　
居

世
帯
分
離

世
帯
合
併

世
帯
変
更

世
帯
主
変
更

転
出
取
消

住　所

いままでの
〔アパート・マンション名、部屋番号等〕

国民年金
国
保

後
期

子
医

児
童

□ 上に同じ
住　所

本　籍
筆 頭 者

番地 □ 上に同じ

（国籍・地域）
外国籍の方は記入してください。

介
護異動するかたの氏名

在留カード番号 在留期間

住民票コード 在留資格 在留期間満了日
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法第３０条の
45区分の者

旧世帯主

1

フリガナ 明・大・昭・平・西暦
男 有　　無
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